
質 問 回 答 書  

  

第８期十日町市障がい福祉計画・第４期障がい児福祉計画策定業務委託公募型プロポーザルに係る質問について、以下のとおり

回答します。  

  

№ 質問事項 質問内容 回   答 

１ 

仕様書「14 業務の内容

（4）中央省庁の会議資料

の要約版作成」について 

①国が公表する資料をそのまま転用するので

はなく、支援業者に蓄積されたノウハウに基

づく解説・要約資料という認識でよろしいで

しょうか。 

 

②委託者が７期、４期等過去の資料を求めた

際は提出をするという理解でよろしいでしょ

うか。 

①お見込みのとおりです。ただし、質問内容

に記載された事項以外の方法も考えられるこ

とから、提案者において最適と考える具体的

な方法を企画提案書により提案してくださ

い。 

 

②お見込みのとおりです。 

２ 

仕様書「14 業務の内容

（7）打ち合わせ協議」に

ついて 

①「月 1 回以上の頻度で発注者を訪問」とあ

りますが、円滑なコミュニケーションを実現

するためオンライン形式ではなく、原則対面

形式という見込みでよろしいでしょうか。 

 

②打合せ後はその都度、打合せ要旨を１週間

以内に提出するという理解でよろしいでしょ

うか。 

①原則訪問による対面形式とします。ただ

し、特別な事情により訪問が困難であると発

注者が認めた場合はオンライン形式の実施も

可とします。 

 

②概ね１週間以内の提出を見込んでいます。

具体的な期日は仕様書の確定に係る協議にお

いて決定します。 

３ 

仕様書「14 業務の内容(3) 

法令や制度などの動向に関

する情報提供」について 

①新旧対照表や制度概要をあらましも記載し

て納品、説明を行うという理解でよろしいで

しょうか。 

 

②疑義照会があった場合は、担当者が現地で

説明を行うという理解でよろしいでしょう

か。 

①お見込みのとおりです。ただし、質問内容

に記載された事項以外の方法も考えられるこ

とから、提案者において最適と考える具体的

な方法を企画提案書により提案してくださ

い。 

 

②お見込みのとおりです。 


